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特
別
委
員
会
に
は
田
中
利
恵
子
、
岩

田
泰
明
議
員
が
臨
み
ま
し
た
。

　

田
中
議
員
は
、
公
共
施
設
再
編
事
業

に
つ
い
て
「
住
民
合
意
が
不
可
欠
。
全

市
的
に
議
論
を
展
開
で
き
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
が
必
要
」
と
指
摘
。
本
会
議

の
討
論
で
は
、
「
老
朽
化
や
利
用
者
数

の
減
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
公
共
施
設

の
統
廃
合
を
進
め
て
は
な
ら
な
い
」
と

強
調
し
ま
し
た
。

　

競
輪
事
業
に
つ
い
て
は
「
事
業
が
逼

迫
し
て
い
る
状
態
で
、
一
般
会
計
繰
出

金
や
Ｊ
Ｋ
Ａ
交
付
金
を
納
め
ら
れ
る
状

況
に
な
い
。
競
輪
事
業
が
逆
に
自
治
体

財
政
を
圧
迫
し
、
財
政
悪
化
を
も
た
ら

す
要
因
に
な
る
。
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に

よ
っ
て
自
治
体
財
政
を
支
え
る
時
代
は

終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
質

疑
。
「
競
輪
事
業
は
早
期
廃
止
を
す
べ

き
で
、
そ
の
た
め
の
賢
明
な
判
断
を
す

べ
き
」
と
指
摘
し
ま
し
た
。

　

岩
田
議
員
は
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
、
郵
便
局
交
付
事
業
に
つ

い
て
、
「
二
〇
一
九
年
一
月
十
五
日
か

ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
交
付
実
績

は
、
同
年
一
月
四
日
か
ら
三
月
十
五
日

ま
で
の
支
所
等
の
交
付
実
績
の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
。
市
は
支
所
等
十
一
か
所

の
廃
止
を
し
た
が
、
結
果
と
し
て
市
は

必
要
と
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
を
廃
止

し
、
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
サ
ー
ビ
ス

を
開
始
し
た
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
。

　

二
〇
一
八
年
度
決
算
審
議
が
行
わ
れ
、
日
本
共
産
党
は
決
算
認
定
に
つ

い
て
、
一
般
会
計
な
ど
五
会
計
に
つ
い
て
反
対
し
ま
し
た
。

　

審
査
で
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
十
五
日
付
で
廃
止
さ
れ
た
支
所
等
で
の

証
明
書
交
付
件
数
が
、
同
年
一
月
十
五
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
コ
ン
ビ
ニ
・

郵
便
局
の
交
付
件
数
の
十
一
倍
（
一
〜
三
月
期
比
較
）
も
利
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
判
明
。
支
所
等
廃
止
の
不
合
理
性
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
八
年
度
決
算
審
議
で
明
ら
か
に

や
っ
ぱ
り
支
所
等
は
必
要

　

個
人
番
号
交
付
事
業
費
に
つ
い
は
、

「
通
常
の
窓
口
業
務
の
中
で
必
要
と
す

る
市
民
の
希
望
に
応
じ
る
だ
け
で
交
付

需
要
に
充
分
対
応
で
き
る
」
と
し
、

「
あ
え
て
経
費
を
費
や
し
て
普
及
啓
発

に
努
め
る
必
要
性
に
乏
し
い
」
と
指
摘

し
ま
し
た
。

　

な
お
決
算
審
議
に
お
い
て
、
生
活
保

護
の
被
保
護
世
帯
数
に
見
合
っ
た
ケ
ー

ス
ワ
ー
カ
ー
の
人
数
、
重
度
障
害
者
医

療
費
助
成
経
費
、
小
児
医
療
費
助
成
経

費
の
充
実
に
つ
い
て
は
評
価
し
ま
し

た
。

　

二
〇
一
八
年
度
決
算
は
次
の
決
算
認

定
に
反
対
（
他
は
賛
成
）

①
一
般
会
計　

②
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計　

③
競
輪
事
業
特
別
会
計

④
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計

⑤
下
水
道
事
業
特
別
会
計

759件

8518件

各証明書交付実績の比較

11倍

支　所
(連絡所・窓口コーナー含む)
2019/1/4～3/15

郵便局＋コンビニ
2019/1/15～3/31

田中 横田 岩田

　

市
民
団
体
の
「
さ

よ
な
ら
原
発
小
田

原
」
か
ら
「
老
朽
化

し
た
東
海
第
二
原
子

力
発
電
所
の
運
転
延

長
・
再
稼
動
の
再
考

を
求
め
る
陳
情
」
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。

横
田
英
司
議
員
が
、

本
会
議
で
以
下
の
趣
旨
で
賛
成
討
論
。

　

「
東
海
第
二
原
発
は
、
昨
年
十
一
月
に

四
〇
年
の
寿
命
を
迎
え
た
老
朽
原
発
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
稼
働
の
延
長
が
原
子
力
規
制
委

員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
原
発
は
、
過
去
に
何
度
も
事
故
を

起
こ
し
、
さ
ら
に
、
圧
力
容
器
や
配
管
は
劣

化
が
進
ん
で
も
取
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
原
発
か
ら
三
キ
ロ
以
内

に
は
、
た
く
さ
ん
の
原
子
力
施
設
が
あ
り
、

複
合
事
故
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
多
く
の
自
治
体
が
再
稼
働
反
対
の

意
見
書
等
を
議
会
で
採
択
し
て
い
ま
す
。
小

田
原
市
は
、
東
海
第
二
原
発
か
ら
直
線
距
離

で
一
八
〇
キ
ロ
、
福
島
第
一
原
発
ま
で
の
距

離
の
半
分
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
陳

情
に
賛
成
し
ま
す
」
。

　

陳
情
は
採
択
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
八
名
の
議
員
が
賛
成
し
ま
し
た
。

原発再稼働反対の
陳情に8名賛成

陳情審査

常
任
委
員
会
審
議
か
ら

　

市
は
、
小
田
原
競
輪
開
催
業
務
等
包
括

委
託
事
業
者
選
定
委
員
会
を
設
置
す
る
た

め
に
条
例
改
正
。
包
括
委
託
事
業
は
、
競

輪
の
開
催
業
務
、
非
開
催
業
務
、
そ
の
他

日
常
業
務
の
す
べ
て
を
民
間
に
委
託
す
る

も
の
。
但
し
、
従
業
員
は
直
接
雇
用
と
の

こ
と
で
し
た
。

　

他
場
を
借
り
た
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
競
輪
導

入
な
ど
、
こ
の
間
の
市
の
競
輪
収
支
改
善

へ
の
取
り
組
み
は
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
競
輪
事
業
の
延
命
策
に
過
ぎ
な

い
と
考
え
ま
す
。

　

日
本
共
産
党
は
、
市
競
輪
事
業
の
廃
止

に
向
け
た
計
画
的
な
準
備
を
行
う
こ
と
を

求
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
包
括
委
託
事
業

に
は
反
対
を
表
明
し
ま
し
た
。

（
田
中
利
恵
子
）

競
輪
の
包
括
委
託
事
業
に
反
対

建
設
経
済
常
任
委
員
会

　

国
の
法
改
正
に
よ
る
「
会
計
年
度
任
用

職
員
」
導
入
議
案
が
審
議
。
本
来
、
住
民

の
命
と
暮
ら
し
や
権
利
を
守
る
自
治
体
業

務
は
、
恒
常
的
で
専
門
性
が
要
求
さ
れ
常

勤
正
規
雇
用
が
原
則
。
し
か
し
、
現
状
で

は
臨
時
的
・
補
助
的
業
務
に
従
事
す
る
は

ず
の
非
正
規
職
員
が
恒
常
的
業
務
を
担
っ

て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
労
働
条
件
の
正
規
職
員
と
の

格
差
は
大
き
く
、
自
治
体
業
務
の
適
正
な

執
行
の
上
で
も
そ
の
改
善
は
避
け
て
通
れ

な
い
課
題
で
す
。

　

市
条
例
案
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の

無
期
雇
用
を
保
障
し
て
お
ら
ず
問
題
で

す
。

　

し
か
し
こ
れ
は
国
の
制
度
自
体
の
根
本

的
欠
陥
で
す
。
制
度
導
入
に
よ
り
、
労
働

条
件
の
改
善
を
通
じ
た
非
正
規
職
員
の
能

力
・
意
欲
の
向
上
に
よ
る
行
政
提
供
水
準

の
向
上
が
期
待
で
き
る
か
を
、
質
疑
。
一

定
の
改
善
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
し
、
課

題
は
あ
り
ま
す
が
賛
成
し
ま
し
た
。

（
岩
田
泰
明
）

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
で
質
疑

総
務
常
任
委
員
会



9月定例会一般質問

　

市
は
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
が
税
収
減
、
支

出
増
、
公
共
施
設
の
維
持
・
更
新
費
用
な
ど
の
問
題
を
も

た
ら
す
と
し
、
南
足
柄
市
と
の
合
併
検
討
や
支
所
廃
止
を

実
施
。
こ
れ
に
対
し
、「
合
併
や
支
所
廃
止
は
人
口
減
少
を

加
速
し
、
周
辺
地
域
の
衰
退
を
招
く
」
と
の
立
場
か
ら
市

の
見
解
を
質
し
ま
し
た
。

　

事
例
研
究
で
は
、
同
規
模
の
自
治
体
で
、
合
併
し
た
場

合
と
合
併
し
な
か
っ
た
場
合

を
比
較
す
る
と
、合
併
し
た
場

合
の
方
が
人
口
減
少
率
が
高

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、支
所
等
の
廃

止
に
よ
り
人
口
動
態
が
改
善

す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
確

認
さ
れ
ま
せ
ん（
表
参
照
）。そ

こ
で「
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
調

査
し
た
か
」と
質
問
し
ま
し
た

が
、「
そ
の
よ
う
な
調
査
は
し

て
い
な
い
」と
の
答
弁
。
そ
れ

に
対
し
て
私
は「
比
較
検
討
で

き
る
だ
け
の
資
料
を
市
民
に

提
示
す
る
の
は
、事
の
重
大
性

か
ら
言
っ
て
当
然
」と
指
摘
し

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
「
行
政
施
設
は
、

地
域
の
人
口
維
持
の
た
め
に

存
続
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

市
全
体
と
し
て
最
適
化
を
図

る
」
と
答
弁
し
た
の
で
、
市

全
体
の
最
適
化
と
い
う
言
葉

で「
旧
町
村
部
が
消
滅
集
落
に

な
っ
て
よ
い
の
か
」
と
批
判
。

　

今
後
も「
支
所
等
と
併
設
社

会
教
育
施
設
の
復
活
」を
求
め

て
頑
張
り
ま
す
。

　

次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
質
問
し
ま
し
た
。
第

一
に
制
度
は
あ
っ
て
も
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら

れ
な
い
現
実
が
あ
る
か
ら
で
す
。
第
二
に
、
社

会
福
祉
の
増
進
が
自
治
体
の
仕
事
の
本
命
で
あ

り
、
そ
の
中
で
も
障
が
い
者
福
祉
政
策
に
、
自

治
体
の
本
気
度
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら

で
す
。　

　

田
中
利
恵
子
団
長
が
何
回
も
取
り
上
げ
ま
し

た
が
、
市
当
局
は
「
必
要
に
応
じ
て
は
国
や
県

へ
の
要
望
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
」
、

「
国
の
動
向
を
注
視
す
る
」
と
い
う
答
弁
に
終

始
し
、
事
態
は
一
向
に
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

基
本
は
国
の
福
祉
政
策
の
問
題
で
す
が
、
市

民
が
困
っ
て
い
る
の
に
行
政
が
手
を
こ
ま
ね
い

て
い
て
い
い
の
か
。
ま
た
、
担
当
職
員
が
国
の

制
度
の
枠
組
み
の
中
で
し
か
動
け
な
い
の
な

ら
、
ト
ッ
プ
が
方
向
性
を
示
し
て
、
少
し
で
も

打
開
し
て
い
く
方
向
を
示
す
べ
き
で
な
い
の

か
。
私
は
、
そ
う
い
う
問
題
意
識
で
、
他
の
自

治
体
に
つ
い
て
調
査
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら

妙
案
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
札
幌
市
が

「
重
度
障
が
い
者
に
必
要
な
在
宅
介
護
の
あ
り

方
検
討
会
」
を
計
六
回
開
催
し
、
意
見
書
に
ま

と
め
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
報
告
さ
れ
て
い
る
障
が
い
者
本
人
、
家

族
、
事
業
者
の
声
を
引
用
し
て
、
市
長
自
身
に

認
識
を
う
か
が
い
、
決
意
を
迫
り
ま
し
た
。

　

市
長
は
、
障
が
い
者
福
祉
の
領
域
は
取
り
組

み
の
広
が
り
が
遅
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
と
も

に
、
障
が
い
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
す
べ

て
の
市
民
の
問
題
で
あ
る
と
前
向
き
の
答
弁
を

し
ま
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
改
善

に
動
き
出
す
よ
う
に
、
が
ん
ば
っ
て
い
き
ま

す
。

地
元
の
中
小
企
業
と
労
働
者
を
守
れ

　

こ
の
事
業
は
、
市
内
に
あ
る
九
三
の
公
共

施
設
を
対
象
に
消
防
施
設
点
検
、
空
調
設
備

点
検
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
点
検
等
の
保
守
管
理

業
務
を
、
一
民
間
企
業
に
全
て
委
託
す
る
も

の
。
業
務
期
間
は
五
年
間
で
、
事
業
費
は
約

一
六
億
円
。
市
は
適
切
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す

る
こ
と
で
、
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
の
削
減
と
契

約
等
に
係
る
事
務
の
省
力
化
が
で
き
る
と
し

て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
私
は
、「
公
共
施
設
包
括
管
理
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
事
業
は
、
公
的
責
任
の
放
棄
に
つ

な
が
る
」、「
発
注
自
治
体
で
あ
る
市
は
指
揮

命
令
が
で
き
な
い
」、「
二
〇
一
七
年
度
の
契

約
実
績
で
は
、
市
内
業
者
が
一
二
二
件
、
全

体
の
四
三
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。
民
間
に

委
ね
た
ら
、
市
と
契
約
を
結
ぶ
市
内
事
業
者

が
、
こ
の
割
合
で
引
続
き
受
注
で
き
る
保
証

は
な
い
。
同
時
に
そ
こ
で
働
く
労
働
者
が
職

を
失
う
こ
と
に
な
る
」
と
質
問
。

「
こ
れ
で
は
市
内
の
中
小
企
業
と
労
働
者
を

守
れ
な
い
」
と
述
べ
、「
事
業
化
は
拙
速
で
あ

る
」
と
主
張
し
ま
し
た
。

子
ど
も
の
安
全
安
心
第
一
の
条
例
制
定
を

　

二
〇
一
九
年
十
月
か
ら
幼
児
教
育
・
保
育

の
無
償
化
が
ス
タ
ー
ト
。
認
可
外
保
育
所
は

指
導
監
督
基
準
が
満
た
さ
れ
て
い
な
く
て
も

五
年
間
の
経
過
措
置
の
間
は
無
償
化
。

　

そ
こ
で
私
は
、「
静
岡
県
湖
西
市
は
、
指
導

監
督
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
認
可
外
保
育

施
設
を
条
例
で
除
外
で
き
る
よ
う
進
め
て
い

る
」
と
紹
介
し
、「
同
様
の
条
例
を
制
定
を
す

べ
き
」
と
求
め
ま
し
た
。

　党小田原市議団は、「地域を象徴する公共建築を
民間に任せてはならない」との立場から、2019年
度小田原市一般会計補正予算に反対。補正予算の両
旧支所建物の不動産鑑定料、測量等委託料について
削除する修正案を提出しました。

旧大窪支所、旧曽我支所の除却を含む検討は時期尚早

一般会計補正予算案に
修正案提出

田中利恵子

何よりも子どもの安全安心が第一

公共施設包括管理
マネジメント事業は
拙速

横田　英司

重度訪問介護が
実際に
受けられるように

岩田　泰明

支所等と併設社会教育
施設(生涯学習センター分館、図書
館分館)の復活を強く要求

合併、支所廃止は
地域衰退を加速

　

旧
大
窪
支
所
は
、
一
九
二
八
年

に
旧
大
窪
村
役
場
と
し
て
建
築
、

一
九
四
〇
年
の
市
制
施
行
に
伴
い
出

張
所
―
支
所
と
な
っ
た
も
の
。
旧
曽

我
支
所
は
、
一
九
五
六
年
の
旧
曽
我

村
分
村
合
併
に
伴
う
施
設
整
備
で
設

置
さ
れ
た
も
の
で
す
。
合
併
前
か
ら

の
地
域
住
民
の
財
産
と
い
う
性
格
を

持
つ
土
地
・
建
物
の
利
活
用
に
つ
い

て
は
、
大
窪
地
域
住
民
、
曽
我
地
域

住
民
の
要
望
に
基
づ
く
べ
き
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
当
該
地
域
住
民
の
総

意
が
形
成
さ
れ
る
前
に
、
売
却
を
含

む
検
討
を
行
な
う
と
す
る
の
は
時
期

尚
早
で
す
。

　

旧
大
窪
支
所
は
、
市
の
歴
史
的
建

造
物
利
活
用
エ
リ
ア
に
位
置
し
、
近

代
建
築
に
魅
力
を
感
じ
る
多
く
の
市

内
外
の
方
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
て

い
ま
す
。
旧
曽
我
支
所
の
建
物
は
田

園
風
景
の
中
に
ど
っ
し
り
構
え
、
多

く
の
住
民
の
集
ま
り
が
あ
っ
た
場
所

で
す
。

　

支
所
機
能
は
廃
止
さ
れ

ま
し
た
が
、
旧
曽
我
支
所

も
、
旧
大
窪
支
所
も
古
く

か
ら
住
民
に
親
し
ま
れ
て

き
た
建
物
。
市
が
引
き
続

き
所
有
し
、
建
物
の
除
却

を
せ
ず
に
、
今
後
の
利
活

用
に
つ
い
て
住
民
と
も
に
と
と
も
に

考
え
る
べ
き
も
の
で
す
。

　

修
正
案
は
共
産
党
の
三
名
の
み
の

賛
成
で
否
決
。
し
か
し
党
市
議
団

は
、
大
窪
、
曽
我
、
酒
匂
な
ど
の
旧

支
所
建
物
の
保
存
・
活
用
が
図
ら
れ

る
よ
う
引
き
続
き
尽
力
し
ま
す
。

▲旧大窪支所

▲旧曽我支所

註：合併時、安芸市は旧村役場に支所設置。1959年、安芸市は支所を連絡
所に(支所全廃)。1967年、畑山連絡所、東川連絡所廃止。

1950年 2015年 変化率
旧畑山村／
1954年合併→安芸市畑山地区 2091人 219人 ▲90％

旧東川村／
1954年合併→安芸市東川地区 2804人 298人 ▲89％

高知県安芸郡馬路村 2839人 823人 ▲71％

表1  高知県安芸郡馬路村と同畑山村、同東川村の人口推移

自治体数 2000年人口 2015年人口 人口減少率

合併自治体 356(71％) 874,044 634,889 ▲28.9％

非合併自治体 144(29％) 343,599 270,693 ▲21.8％

合　計 500(100％) 1,217,643 905,582 ▲26.8％

表2  平成合併後の合併、非合併別の小規模自治体の人口変化

註：小規模自治体は、2000年国勢調査時点で人口4000人未満の町村を指す。
出典：小泉和重(2019.3)『自治総研』485号、P3(一部修正)


